
 

  

 

経営企画部 広報 CSRチーム  〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３−１ 麻布台ヒルズ森 JPタワー 
TEL 03-6455-4905   pr@eneos-re.com  
※2026年 4月よりお問い合わせ先メールアドレスを変更いたします。4月以降のお問い合わせは ERE_PR@eneos.com宛にご連絡ください。 
 

2026年 3月 27日 

ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 
 

ENEOSリニューアブル・エナジーと山田町が 

再生可能エネルギー事業に関する包括連携協定を締結 
 
ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野田 泰）は、岩
手県下閉伊郡山田町（町長：佐藤 信逸）と再生可能エネルギー（以下「再エネ」）事業に関する包括的
連携協定を締結し、3月 26日に山田町役場にて締結式を行いました。 
 
本協定に基づき、山田町内における再エネ発電所の新設と、発電した電力の同町および地元企業での
活用（地産地消）をはじめ、地域活性化と地元への貢献活動の実施、災害時のレジリエンス強化など具
体的な施策について協議を進めてまいります。 
 
現在、再エネ発電所開発の第一号である JRE山田町織笠地区太陽光発電所の建設工事が完了し、2026
年 4月より運転開始を予定しています。本発電所は、2011年 3月 11日に発生した東日本大震災の津
波被災地で、未利用となっていた山田町所有地を活用したものです。 
今後も山田町と連携を深め、未利用地の有効活用を進めるとともに、地域への貢献策の検討・実施に積
極的に取り組み、双方の持続的な発展に貢献してまいります。 
 
当社は今後も、再エネ発電事業を通じて、地域における脱炭素化や再エネの普及を引き続き推進して
まいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左より山田町 佐藤 信逸町長、ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 小野田 泰社長 
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【第一号開発案件 発電所概要】 

発 電 所 名  JRE山田町織笠地区太陽光発電所 

所 在 地 岩手県下閉伊郡山田町 

運転開始予定 2026年 4月 

設 備 容 量 3,118kW 

年間計画発電量 約 3,670,000kWh 
 
【本協定で定める連携項目】 
 (1) 山田町内における再生可能エネルギーの創出 
 (2) 前号で創出したエネルギーの山田町内での活用検討 
 (3) 地域貢献の実施 
 (4) 地域脱炭素化に向けた町民の意識醸成 
 (5) 災害時のレジリエンス強化の検討 
 (6) 前各号に掲げるもののほか、山田町及び ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社が必要と認
める事項に関すること 
 
 

              以上 


